
平成˜ 年 月™�日 水曜日 (号外第™™™号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
郵
政
民
営
化
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
九
十
七
号
）
の
施
行
の
日（
平
成
十
九
年
十
月
一
日
）

か
ら
施
行
す
る
。

（
省
令
の
廃
止
）

第
二
条

次
に
掲
げ
る
省
令
は
、
廃
止
す
る
。

一

軍
事
郵
便
貯
金
等
特
別
処
理
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
郵
政
省
令
第
二
十
号
）

二

郵
便
振
替
の
預
り
金
の
民
間
災
害
救
援
事
業
に
対
す
る
寄
附
の
委
託
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
八
年
郵

政
省
令
第
六
十
二
号
）

三

郵
便
貯
金
及
び
預
金
等
の
受
払
事
務
の
委
託
及
び
受
託
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
年
郵
政
省
令
第
九
十
五
号
）

四

日
本
郵
政
公
社
法
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
四
号
）

五

郵
便
貯
金
法
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
八
号
）

六

郵
便
為
替
法
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
九
号
）

七

国
際
郵
便
為
替
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
十
号
）

八

郵
便
振
替
法
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
十
一
号
）

九

国
際
郵
便
振
替
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
十
二
号
）

十

日
本
郵
政
公
社
に
よ
る
国
債
等
の
募
集
の
取
扱
い
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
十

三
号
）

十
一

郵
便
貯
金
の
利
子
の
民
間
海
外
援
助
事
業
に
対
す
る
寄
附
の
委
託
に
関
す
る
法
律
第
七
条
の
二
第
一
項
に
規

定
す
る
認
可
の
申
請
手
続
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
十
四
号
）

十
二

簡
易
生
命
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
十
五
号
）

十
三

日
本
郵
政
公
社
法
施
行
令
附
則
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
郵
便
貯
金
の
取
扱
い
に
関
す
る
証
明
資
料
と
し
て

取
り
扱
う
も
の
と
さ
れ
た
郵
便
貯
金
本
人
票
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
十
六
号
）

十
四

日
本
郵
政
公
社
の
国
際
貨
物
運
送
に
関
す
る
事
業
に
係
る
業
務
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
総
務
省
令

第
二
十
二
号
）

（
郵
便
振
替
の
預
り
金
の
民
間
災
害
救
援
事
業
に
対
す
る
寄
附
の
委
託
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
廃
止
に
伴
う
経

過
措
置
）

第
三
条

郵
政
民
営
化
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
号
。
以

下
「
整
備
法
」
と
い
う
。）附
則
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
整
備

法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
郵
便
振
替
の
預
り
金
の
民
間
災
害
救
援
事
業
に
対
す
る
寄
附
の
委
託
に
関
す
る

法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
七
十
二
号
。
以
下
「
旧
郵
便
振
替
預
り
金
寄
附
委
託
法
」
と
い
う
。）第
六
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
配
分
す
べ
き
額
の
決
定
に
係
る
認
可
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
ま
で
の
間
は
、
こ

の
省
令
中
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
郵
便
振
替
の
預
り
金
の
民
間
災
害
救
援
事
業
に
対
す
る
寄
附
の
委

託
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
郵
便
振
替
預
り
金
寄
附
委
託
法
施
行
規
則
」と
い
う
。）第
二
条
の
規
定
は
、

こ
の
省
令
の
施
行
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）以
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
法
第
六
条
の
二
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
郵
政
民
営
化
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律

の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
号
。
以
下
「
整
備
法
」
と
い
う
。）附
則
第
二
十
七
条
の
規
定

に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
整
備
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
郵
便
振
替
の
預
り
金
の

民
間
災
害
救
援
事
業
に
対
す
る
寄
附
の
委
託
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
七
十
二
号
。
以
下
「
旧
郵
便
振
替

預
り
金
寄
附
委
託
法
」
と
い
う
。）第
六
条
の
二
第
一
項
」
と
、「
法
第
三
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
整
備
法
附
則
第

二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
旧
郵
便
振
替
預
り
金
寄
附
委
託
法
第
三
条
第
二

項
」
と
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
法
」
と
あ
る
の
は
「
旧
郵
便
振
替
預
り
金
寄
附
委
託
法
」
と
す
る
。

２

整
備
法
附
則
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
旧
郵
便
振
替
預
り
金

寄
附
委
託
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
配
分
団
体
が
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
に
係
る
認
可
の
申
請
に

つ
い
て
は
、
平
成
二
十
年
十
月
一
日
ま
で
の
間
は
、旧
郵
便
振
替
預
り
金
寄
附
委
託
法
施
行
規
則
第
三
条
の
規
定
は
、

施
行
日
以
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
法
第
六
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
法
第
三
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
整
備
法
附
則
第
二
十
六
条
第
一
項
」
と
す
る
。

（
郵
便
貯
金
法
施
行
規
則
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条

整
備
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
整
備
法
第
二
条
の
規

定
に
よ
る
廃
止
前
の
郵
便
貯
金
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
旧
郵
便
貯
金
法
」
と
い
う
。）第

十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
中
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前

の
郵
便
貯
金
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
郵
便
貯
金
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。）第
一
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
お

い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
郵
便
貯
金
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）」

と
あ
る
の
は
「
郵
政
民
営
化
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二

号
。
以
下
「
整
備
法
」
と
い
う
。）附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
整

備
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
郵
便
貯
金
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
旧
郵
便
貯
金

法
」
と
い
う
。）」
と
す
る
。

２

旧
郵
便
貯
金
（
整
備
法
附
則
第
三
条
第
十
号
に
規
定
す
る
旧
郵
便
貯
金
を
い
う
。）に
つ
い
て
は
、
旧
郵
便
貯
金
法

施
行
規
則
第
二
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
も
、
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中

「
日
本
郵
政
公
社
（
以
下
「
公
社
」
と
い
う
。）」
と
あ
る
の
は
「
独
立
行
政
法
人
郵
便
貯
金
・
簡
易
生
命
保
険
管
理

機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。）」
と
、「
公
社
」
と
あ
る
の
は
「
機
構
」
と
す
る
。

３

整
備
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
旧
郵
便
貯
金
法
第
七
十
条

第
一
項
に
規
定
す
る
利
率
の
決
定
方
針
の
認
可
に
つ
い
て
は
、
旧
郵
便
貯
金
法
施
行
規
則
第
十
九
条
及
び
第
二
十
条

の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、こ
れ
ら
の
規
定
中「
法

第
七
十
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
整
備
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と

さ
れ
る
旧
郵
便
貯
金
法
第
七
十
条
第
一
項
」
と
す
る
。

４

整
備
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
旧
郵
便
貯
金
法
第
七
十
条

第
三
項
に
規
定
す
る
利
率
の
設
定
又
は
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
は
、
旧
郵
便
貯
金
法
施
行
規
則
第
二
十
一
条
の
規
定

は
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
法
第
七
十
条
第
三

項
」
と
あ
る
の
は
「
整
備
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
旧
郵
便

貯
金
法
第
七
十
条
第
三
項
」
と
す
る
。

七
年
法
律
第
百
二
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
郵
便
法
第
七
十
五
条
の
二
」
と
、「
日
本
郵
政
公
社
法

施
行
規
則
」
と
あ
る
の
は
「
公
職
選
挙
郵
便
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十
九
年
総
務
省
令
第
百
十

三
号
）
に
よ
る
廃
止
前
の
日
本
郵
政
公
社
法
施
行
規
則
」
と
し
、
旧
公
社
法
施
行
規
則
第
四
十
一
条
各
号
列
記
以

外
の
部
分
中
、「
公
社
は
、
法
」
と
あ
る
の
は
「
会
社
は
、
郵
政
民
営
化
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
整
備
法
」
と
い
う
。）第
二
条
の
規
定

に
よ
る
廃
止
前
の
日
本
郵
政
公
社
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
七
号
）」と
、「
の
規
定
に
基
づ
き
、毎
事
業
年
度
」

と
あ
る
の
は
「
の
例
に
よ
り
、
日
本
郵
政
公
社
の
最
終
事
業
年
度
」
と
、「
次
に
掲
げ
る
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
号

ロ
に
関
す
る
」
と
、
同
条
第
四
号
ロ
中
「
郵
便
法
」
と
あ
る
の
は「
整
備
法
第
十
四
条
に
よ
る
改
正
前
の
郵
便
法
」

と
、
第
四
十
五
条
第
一
項
中
「
第
四
十
一
条
か
ら
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
一
条
」
と
、「
各
事
務
所
及

び
各
郵
便
局
」
と
あ
る
の
は
「
会
社
の
営
業
所
及
び
郵
便
局
株
式
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
号
）
第
二
条

第
二
項
に
規
定
す
る
郵
便
局
」
と
、「
直
近
の
事
業
年
度
に
係
る
財
務
諸
表
に
つ
い
て
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
総
務
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
日
か
ら
二
月
」
を
「
郵
政
民
営
化
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
九
十
七
号
）
の

施
行
の
日
か
ら
四
月
」
と
す
る
。

（
郵
便
窓
口
業
務
の
委
託
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

郵
便
窓
口
業
務
の
委
託
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
総
務
省
令
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
郵
政
民
営
化
法
施
行
令
附
則
第
十
一
条
第
三
号
の
総
務
省
令
で
定
め
る
郵
便
保
険
会
社
の
事
務
の
代
行
）

第
三
条

郵
政
民
営
化
法
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
三
百
四
十
二
号
）
附
則
第
十
一
条
第
三
号
の
総
務
省
令
で

定
め
る
郵
便
保
険
会
社
の
事
務
の
代
行
は
、
郵
便
保
険
会
社
が
引
受
け
を
行
う
生
命
保
険
契
約
に
係
る
保
険
料
の

受
入
れ
、
保
険
金
及
び
年
金
の
支
払
、
貸
付
金
の
支
払
及
び
弁
済
並
び
に
契
約
者
配
当
金
の
支
払
に
関
す
る
事
務

の
代
行
と
す
る
。
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